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不在者投票指定病院における外部立会人制度の現状と課題

Current Status and Problem of External Witness System in Hospitals Designated 
for Absentee Voting

　 

　平成25年（2013年）、公職選挙法の一部改正により、成年被後見人の選挙権の回復がなされ、成年被後
見人も選挙権・被選挙権を有することとなった。また、指定病院等における不在者投票事務について、選
挙の公正な実施確保を目的として外部立会人の設置が努力義務化された。本改正から９年を経た現在、外
部立会人制度はどのような状況にあるのか、大阪府下の不在者投票指定病院に焦点を絞り、実務的な外部
立会人制度利用に向けた取り組み状況を調査した。不在者投票の実施自体はほとんどの指定病院で行われ
ていたが、2021年の衆院選および2022年の参院選で外部立会人制度を利用した指定病院は０件であった。
しかし、外部立会人制度の利用を代替し得る「市区町村選管職員等の派遣による確認」によって実施して
いる数を含めると、外部立会人制度の利用率は全国平均とほぼ同等であることがわかった。ただし、全国
平均自体が高い利用率とはいえず、利用や浸透が停滞している状況が示されていた。また、実態調査の回
答からは、「病院」という特殊な環境下で不在者投票を実施している状況を理解し、指定病院のニーズに
合わせた対応を模索し提案していくことの重要性が示唆されていた。
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１．はじめに

　選挙権の保障と選挙の公正な実施確保を目的と
して、平成25年（2013年）に公職選挙法の一部改
正（以下「本改正」と略）が行われた。本改正の
法律要綱１）を以下に示す。

１.成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格
条項の削除成年被後見人は選挙権及び被選挙権
を有しないものとする規定を削除すること。（公
職選挙法第11条）

２.代理投票における補助者の要件の適正化等及び
不在者投票における公正確保の努力義務（公職
選挙法第49条）

１）本改正に至るまでの公職選挙法の変遷

　A. 昭和25年の制定当時から平成25年地裁判決以

前の状況

　禁治産者制度は、心神喪失の常況にある者への
行為能力を制限する制度として明治29年に公布さ
れた。
　公職選挙法の前身となる衆議院議員選挙法は昭
和25年に制定されたが、その制定時から禁治産者
には選挙権及び被選挙権が認められていなかっ
た。
　その理由として「自分の財産を管理するだけの
能力すら無い者であるから、況や国家の公事に参
與せしむるには適當ではない」２）とし、その流れ
を受けて憲法学の有力学説でも禁治産制度の下で
「まず禁治産者の欠格については、意思決定能力
の欠如という理由から問題なく正当化される」と
説かれていた。
　禁治産者制度が現在の日本国憲法下においては
差別的であることや様々な問題や批判が出てきた
ことから、民法改正により禁治産制度から成年後
見制度に引き継がれた平成11年の国会での審議に
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おいて、成年被後見人に認定された際選挙権が失
われることについて、当時の自治省は「禁治産者
は心神喪失の状況にある者であることから、選挙
権及び被選挙権を有しないとされているところで
ございます。今回の民法改正案では、禁治産者が
成年被後見人と変わりますが、その対象者は一致
するものであり、選挙時に個別に意思能力を審査
することも困難でありますことから、従来の禁治
産者と同様、成年被後見人について選挙権及び被
選挙権を有しないこととしている」３）として、成
年後見人制度下においても成年被後見人に選挙権
が認められることはなかった。
　平成23年２月、成年後見人が付与されることに
より選挙権がはく奪されることに対する違憲性を
問う訴訟が初めて提訴された。
　この訴訟を契機に、以前の見解を改め、成年被
後見人が選挙権を持たないことが違憲であるとす
る憲法学者が出てきた４）。
　
　B.H25.03.14選挙権確認請求事件_東京地裁判決

以降の動き

　平成25年３月に成年被後見人の選挙権確認請求
の地裁判決が出され、成年被後見人が選挙権を有
していることが確認された５）。
　被告である国側は「自己の意思に基づき国会議
員等の公務員として相応しいと考える者を選定す
るための判断能力を欠いている者であっても、選
挙権を有する場合には、同伴者と共に投票所に行
くなどして投票を行うことができるが、上記の判
断能力を欠いていることから、白票を投じたり、
候補者名以外の氏名を記載するなどの無効な投票
を行うことがあり得るだけでなく、自己の意思に
基づかない不適正な投票が行われるおそれがあ
る」と主張した。
　しかし判決では
・成年後見制度は、財産管理及び身上監護に関
する制度であり、後見開始の審判において
は、選挙権の行使に関する能力の有無を審査
することを予定しておらず、また財産管理能
力と選挙権行使のための能力とは質的に全く
異なるもの。
・成年被後見人に選挙権を与えないという以外
の方法によって不正行為を排除しがたいこと
が立証されていない。
・公職選挙法において、選挙権を行使するに足
る能力をかけている者から選挙権をはく奪し

ておらず、現状選挙権を行使するにたる能力を
欠く者に対して、一般的に選挙権が与えられ
ており、不適正な投票が行われることも想定
しうるが、そのような不適正な投票が相当に
高い頻度で行われ、それによって国政選挙の
結果に影響を生じさせかねないなど、選挙の
公正が害されると認められるものではない。

等とし、国側の主張を退けた。
　この判決には1980年代から2000年代にイギリス
やフランス、カナダなど欧米の諸外国が精神疾患
を理由とした選挙権の欠格要件を見直したことも
影響を受けたと思われる。
　本判決を受けて、衆参両院では公職選挙法改正
の与野党議員による議員立法を提出、平成25年５
月31日に可決・成立、同年６月30日から施行された。
　その審議の中で、成年被後見人は判断能力が精
神上の障害により不十分であることにつけこみ、
施設側が入所者に投票先を指示するなど投票干渉
などの不正投票の事例があることから、市町村の
選管が選定した外部立会人の設置を努力義務とし
た。
また外部立会人の努力義務については、
・不在者投票所として指定されている病院や施
設が全国に二万カ所近くあるため外部の第三
者の立ち会いを一律に義務化するだけの人的
体制等が整っていないこと
・第三者の立ち合いの義務化により、これに違
反があった場合には選挙無効の原因にもなり
かねない

ことを理由とした。

２）本研究の目的

　外部立会人設置を努力義務とした公職選挙法の
改正から８年経った衆院選において、外部立会人
の利用が進んでいないことがマスコミ報道で指摘
されている６）。
　それとは別に不在者投票偽造等の不正投票や不
在者投票施設での用紙交付ミスなどの報道もあ
り、どちらのケースでも「外部立会人を活用出来
なかった」旨が指摘されている。
　本研究では、本改正の目的である選挙の公正な
実施確保の観点から、大阪府が指定する不在者投
票施設のうち、病院として指定された不在者投票
施設に焦点を絞り、実務的な外部立会人制度利用
に向けた取り組み状況を調査し把握することに
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よって、外部立会人制度の利活用促進について考
察することを目的とする。

２．方法

　大阪府下の不在者投票指定病院・老人保健施設
（以下指定病院）における、外部立会人制度の取
り組み状況を把握することを目的に、「選挙時にお
ける指定病院での不在者投票にかかる外部立会人
の取り組み状況の実態調査」を実施した。

１）調査対象

　大阪府選挙管理委員会に登録されている全ての
指定病院（694件）を対象に実施。有効回答総数
106件（回答率15.3%）。

２）調査時期

　2022年７月15日～2022年８月12日

３）調査方法

　本研究の背景、目的、回答方法、プライバシー
ポリシーについて記載した「研究へのご協力のお
願い」を郵送し、URLもしくはQRコードでアン
ケートフォームへアクセスするWEB調査により実
施した。

４）調査項目の概要

　下記の項目について、２・３は選択肢より回答
を選択、４・５・７は選択肢より回答を選択およ
び自由記述、６・８は自由記述の方法で回答を求
めた。
１．フェイスシート（施設名・所属部署・回答

者名）
２．2021年10月の衆院選や2022年７月の参院選

の不在者投票を実施の有無
３．市町村選管が選定した立会人（外部立会人

制度）利用の有無
４．外部立会人選任から経費請求の手続きにつ

いて改善すべき点の有無、改善すべき内容
について

５．外部立会人を利用してよかったと思う点
６．外部立会人の普及促進に向けての意見
７．外部立会人を利用しなかった理由
８．その他、外部立会人の利用についての意見

　上記の調査を実施後、追跡調査として政令指定

都市である大阪市、堺市の各選挙管理委員会に外
部立会人制度の利用について電話による聞き取り
調査を実施した。

３．結果

　「選挙時における指定病院での不在者投票にか

かる外部立会人の取り組み状況の実態調査」の結

果

１）不在者投票実施の有無と外部立会人制度の利

用

　有効回答総数106件のうち、「2021年の衆院選およ
び2022年の参院選の両方で不在者投票を行った」
と回答した指定病院が96件、「2021年の衆院選のみ
実施した」、「2022年の参院選のみ実施した」と回答
した施設を合わせると、総数で105件であり、有効
回答総数106件から１件を除いたすべての施設にお
いて、不在者投票を実施していた。
　外部立会人制度の利用については、「2021年衆院
選および2022年参院選の両方で外部立会人を利用
した」という回答１件のみであった（図表１）。

（図表1）
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２）外部立会人選任から経費請求の手続きについ

て改善すべき点、外部立会人を利用してよかった

と思う点

　前問で、「2021年衆院選および2022年参院選の両
方で外部立会人を利用した」と回答した１件の指
定病院から回答があり、「外部立会人選任から経費
請求の手続きについて改善すべき点」については
「ない」と回答、「外部立会人を利用してよかった
と思う点」については、「公明正大に不在者投票が
行われたと証明できる」を選択していた。

３）外部立会人の普及促進に向けての意見

　前問で、「2021年衆院選および2022年参院選の両
方で外部立会人を利用した」と回答した１件の指
定病院から回答があり、「多くの病院が利用してい
るかと思う。外部立会人選定も書類に日時を書い
ておけばそのタイミングで来てもらえるので全く
問題はない。」と記述されていた。

４）外部立会人を利用しなかった理由

　「不在者投票をする人が少ないため、外部立会
人を利用する必要性を感じない」が最も多く選択
されており、以下は「違法もしくは疑われるよう
な不在者投票を行わないから」、「外部立会人との日
程調整が面倒だから」、「手続きが煩雑だから」の
順で選択されていた。また、「その他」を選択して
いる指定病院の具体的な理由としては、コロナ渦
における感染予防の観点から利用を見合わせたと
いう回答が最も多く、それ以外では「院内事務員
で賄えるため」「院内で対応できたから」など、外
部立会人の必要性を感じていないという理由や、
「業務を引き継いだが、説明会が開催されないた
め対応が難しい」「選挙管理委員が立会った」な
ど、外部立会人制度の理解が進んでいないことを
示唆する記述が認められた（図表２・３）。
 

 

 

 
 

 

 

 
（図表２）

 
 

 

－41－ －42－ －43－ －44－ －45－

－46－ －47－ －48－ －49－



（図表３）

５）その他、外部立会人の利用についての意見

　さまざまな視点から幅広く意見が寄せられた。
特に、コロナ禍における感染予防と不在者投票実
施の両立という観点からみた外部立会人制度の利
用についての意見や、短期の投票期間に患者ごと
に違う不規則な入退院日程の中で実施することの
負担感、不在者投票や外部立会人の説明が不十分
で理解が難しい等の意見が複数挙げられていた
（図表４）。
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（図表４）

６）追跡調査として実施した政令指定都市である

大阪市、堺市の各選挙管理委員会への電話による

聞き取り調査

　大阪市の選挙管理委員会に、外部立会人を利用
した指定病院数を確認したところ、０件との回答
であった。そこで、実態調査で外部立会人を利用
したという回答が１件あった大阪市北区の選挙管
理委員会に確認したところ、「外部立会人の利用を
希望する指定病院が１件あったが、選挙管理委員
が巡回する際に長時間滞在する形を選択されたた
め、外部立会人制度の利用には当たらないとし
て、利用施設数は０件と報告した」との回答で
あった。堺市の選挙管理委員会にも外部立会人の
利用について確認したが０件との回答であり、こ
れによって、大阪府内694施設中298件で４割以上
を占める政令指定都市内において外部立会人の利
用が０件であったことが確認された。

４．考察

１）不在者投票実施の有無と外部立会人制度の利

用

　有効回答総数106件のうち、９割以上にあたる96
件が「2021年の衆院選および2022年の参院選の両
方で不在者投票を行った」と回答しており、この
ことから、指定病院における不在者投票はほとん
どの指定病院で実施されていると考えられる。し
かし、その中で「2021年衆院選および2022年参院
選の両方で外部立会人を利用した」と回答してい
る施設はわずか１件のみであった。また、この１
件についても、追跡調査として行った大阪市選挙
管理委員会への聞き取り調査で、最終的には外部
立会人制度の利用ではない形で実施されたと回答
があり、このことから、実質外部立会人制度の利
用は０件という結論に至ると考えられた。
　この外部立会人制度の利用が極端に少ない状況
を探るため、過去の選挙における資料として「令
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和元年７月参議院議員通常選挙　結果調」７）を確
認した。それによると、大阪府の「令和元年参議
院議員選挙における指定病院数」は678件であり、
その内「外部立会人制度を利用した指定病院数」
は８件であった。そして、特徴的であったのが、
「外部立会人を採用せず市区町村選管職員等の派
遣による確認を行った指定病院等の数」が142件あ
り、他の都道府県に比べて極端に多い数字であっ
た点である。
　平成25年（2013年）の公職選挙法の一部改正に
おける、「指定病院等における外部立会人の努力義
務」は、基本的には指定病院における投票の際に
外部の第三者を立ち会わせるということである
が、「その他の方法」として、「市区町村選管職員等
の派遣による確認」という方法で、本改正に沿っ
た不在者投票を行う場合があり、「令和元年７月参
議院議員通常選挙　結果調」７）でその実施数を確
認すると、都道府県ごとに明らかな差がみられ、
前述のように大阪府はその数が多いことが示され
ていた。
　「外部立会人制度を利用した指定病院数」が多
い都道府県は、降順に鹿児島県125件（229件）、長
野県67件（194件）、福岡県54件（503件）であり
（（ ）は指定病院総数）、これらの県の「外部立会
人を採用せず市区町村選管職員等の派遣による確
認を行った指定病院等の数」は鹿児島県13件、長
野県15件、福岡県９件であった。この結果から、
外部立会人制度の利用が多い都道府県は市区町村
職員等の派遣による確認を行った数が比較的少な
いことが示されていた。その理由については、都
道府県ごとに選挙管理委員会の人員や運営方法が
異なるため、市区町村職員等の派遣による確認を
実施する規模や頻度、そして外部立会人制度の推
進や周知において差異が生じることが結果の差に
繋がっているのではないかと考える。
　このことから、大阪府は不在者投票の公正な実
施確保の方法について、「市区町村選管職員等の派
遣による確認」を主としているため、その利用数
が142件と多く、それに比して外部立会人制度の利
用数は８件に留まっていたと考えられる。
　大阪府の外部立会人制度利用の普及について、
本研究による実態調査で「外部立会人制度を利用
した」と回答した指定病院が、結果的に「市区町
村選管職員等の派遣による確認」の方法で実施し
ていたことや、本調査の自由記述に「選挙管理委

員会の職員が確認に来た」という回答があったこ
とから、ある一定数の指定病院がこの方法で投票
を実施していると考えられるが、数字としての確
認ができていないことから、「令和元年７月参議院
議員通常選挙　結果調」からの考察を行った。指
定病院数678件に対して、「外部立会人制度を利用し
た指定病院数」８件、「外部立会人を採用せず市区
町村選管職員等の派遣による確認を行った指定病
院等の数」142件で、合計150件であり、利用率は
約22％であった。利用率が一番高い都道府県は鹿
児島県で、約60％であり、全国平均は約21％で
あった。大阪府の外部立会人制度の普及について
は、全国平均並みという結果であったが、本改正
から既に６年を経ている時点の調査結果であると
いう点からみると、全国平均自体が低い数字であ
り、制度普及の停滞を表していると捉えることが
できると考えた。
　
２）外部立会人選任から経費請求の手続きについ

て改善すべき点、外部立会人を利用してよかった

と思う点

　「2021年衆院選および2022年参院選の両方で外
部立会人を利用した」と回答した指定病院１件の
回答のみであるが、よかった点について「公明正
大に不在者投票が行われたと証明できる」が選択
されており、外部へ向けて公正な実施の確保を可
視化できるという外部立会人制度の利点を見出す
回答であると考える。

３）外部立会人の普及促進に向けての意見

　「2021年衆院選および2022年参院選の両方で外
部立会人を利用した」と回答した指定病院１件の
回答のみであるが、「多くの病院が利用しているか
と思う。外部立会人選定も書類に日時を書いてお
けばそのタイミングで来てもらえるので全く問題
はない。」という記述があり、おそらく「市区町村
選管職員等の派遣による確認」のことを指してい
ると思われるが、指定病院の要請に柔軟な形で対
応し、それによって不在者投票の公正な実施を確
保していることが窺える。

４）外部立会人を利用しなかった理由

　「不在者投票をする人が少ないため、外部立会
人を利用する必要性を感じない」が最も多く選択
されている点から、外部立会人制度の意義である
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「不在者投票の公正な実施の確保」についての周
知が十分とはいえないと考えられる。「違法もしく
は疑われるような不在者投票を行わないから」も
選択されていたが、公正な投票の確保を外部へ向
けて証明する方法が外部立会人制度であるという
ことを理解してもらえるように推進していくこと
が必要であると考える。また、日程調整や手続き
についての煩雑さや理解の難しさも挙げられてお
り、これらの意見は自由記述にもみられた。今後
更に外部立会人制度の説明や理解を促していくこ
とが必要であると考える。
　また、「その他」を選択している指定病院の具体
的な理由として、2020年より現在に至る新型コロ
ナウイルス感染症の蔓延により、感染を防ぐため
の方策を講じながら不在者投票を実施していくこ
とを余儀なくされており、その観点から鑑みた外
部立会人制度の利用についての様々な意見が寄せ
られていた。
　病院という、感染について特に厳重な予防策を
講じる必要がある施設において、外部立会人制度
の利用は外部者を立ち入らせるリスクが生じるた
め、コロナ禍以前では外部立会人の利用、もしく
は市区町村選管職員等の派遣による確認のいずれ
かを採用して実施していた指定病院でも、2021年
の衆院選および2022年の参院選では、外部立会人
の利用は控えたという指定病院の意見が多くみら
れた。平成元年の参議院議員選挙では８件確認さ
れていた外部立会人の利用が、本研究の実態調査
では0件であったことも、コロナ禍における致し方
ない現状の結果と考えられる。

５） その他、外部立会人の利用についての意見

　幅広く意見が寄せられており、これまでの質問
で回答されている内容も含まれていたが、この項
目のみに複数寄せられていた回答としては、「説明
が聞く先によって違っている」、「説明会が開催され
ないため対応が難しい」など、不在者投票や外部
立会人についての説明や対応が不十分であるとい
う意見や、「外部立会人の説明はなく、選挙管理委
員が立ち合いをされた」「有料のため病院にとって
メリットがない」など、外部立会人制度について
の認識に齟齬があることを示唆している意見が
あった。これらの意見から、外部立会人制度につ
いての説明に不十分な部分があり、説明を受ける
機会の設定を要望する声に応えて説明する場面を

設けるなど、さらに理解の浸透を促す機会が必要
であると考えた。

５．まとめ

　平成25年（2013年）の本改正から９年を経た現
在、選挙の公正な実施確保の目的を担っている外
部立会人制度の利用や制度の浸透について、状況
を把握し考察を行った。
　まず、大阪府下の指定病院に向けて実施した実
態調査の結果からわかったことは、不在者投票の
実施自体はほとんどの指定病院で行われていた
が、外部立会人制度の利用は進んでおらず、2021
年の衆院選および2022年の参院選で外部立会人制
度を利用した指定病院は０件であった。しかし、
本研究を進める過程で、外部立会人制度の利用に
代替し得る「市区町村選管職員等の派遣による確
認」という方法が存在することがわかり、過去の
調査結果である「令和元年７月参議院議員通常選
挙　結果調」７）によって、大阪府はこの方法に
よって不在者投票を実施している指定病院が他の
都道府県に比べて多く、その数を含めて考えた場
合、外部立会人制度の利用率は全国平均とほぼ同
等であることがわかった。

　外部立会人制度の努力義務については、下記に
定められている。
公職選挙法 第49条第10項８）

（不在者投票）
不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員
会が選定した者を投票に立ち会わせることそ
の他の方法により、不在者投票の公正な実施
の確保に努めなければならない。
　
　この「その他の方法」として、「市区町村選管職
員等の派遣による確認」があり、大阪府はこの方
法を推進する方向にあると考えられる。他にも、
この方法を推し進めているとみられる都道府県も
あり、どちらの方法を主としているかは都道府県
により差がみられる。
　この２つの方法を合わせたうえで外部立会人の
利用率について考えた場合、先に示した令和元年
の調査７）による全国平均利用率は21％である。大
阪府は22％であり、平均には達しているが、平均
自体が高い利用率とはいえず、利用や浸透が停滞
している状況が続いていることが示されていた。
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　しかし、不在者投票を実施している指定病院側
の意見について、本研究の実態調査からみると、
自由記述による回答に、外部立会人制度について
の理解が不十分であり、詳しい説明を求める内容
の記述や、誤った認識を持っていると考えられる
回答の記述が複数見受けられた。
　これらの結果を鑑みた今後の取り組みとして
は、外部立会人制度の利用に向けて更なる丁寧な
内容説明と理解を求める姿勢が必要であると考え
る。また、取り組みを進めていく中で特に重要な
ことは、「病院」という特殊な環境下で不在者投票
を実施している状況への理解であると考える。病
院は患者の診療を行う場所であり、不在者投票に
おける選挙人は患者である。そのため、実態調査
の自由記述で見受けられた、リハビリなど治療の
合間を見ながら投票時間を設定する必要があった
り、急な変更が始終発生する入退院の日程を考慮
しながら投票日時を調整しなければならない。
　このような状況に十分配慮し、指定病院のニー
ズに合わせた対応を模索していく姿勢で取り組み
を行っていくことを前提としたうえで、丁寧な内
容説明により理解を求めていくことの積み重ねが
重要であり、そのことが不在者投票の公正な実施
に向けた外部立会人制度の利用率向上に繋がると
考える。
　最後に、この研究の限界と今後の課題について
いくつか述べたい。
　本研究では、外部立会人の利用者であり、申し
込む側である施設側の意見の聴取を実態調査とし
て実施したが、その後の追跡調査により、外部立
会人制度を代替する方法として、「市区町村選管職
員等の派遣による確認」があることがわかった。
しかし、本調査前にこの方法について把握できて
いなかったため、実態調査に盛り込むことができ
なかった。また、「令和元年７月参議院議員通常選
挙　結果調」７）で、大阪府における「市区町村選
管職員等の派遣による確認」の数が他の都道府県
に比べ極端に多い数字となっていることについ
て、その理由を大阪府及び市町村選挙管理委員会
に向けたアンケートを実施して明らかにすべきで
あったと考える。アンケートの実施により、外部
立会人の利用率向上の阻害要因が行政側にもある
ということがわかれば、そのことにより利用率向
上に向けた考察がさらに深まることと思われる。
　また、過去の新聞記事で、病院は「急患の受け

入れなどを考えると投票時間の自由度が欲しい」
と述べているのに対して、老人ホームは「介護業
務が忙しくて面倒」としており、理由に相違があ
ると考えたことから、本研究では病院での導入率
向上に向けた考察に絞ったが、施設数としては大
阪府では指定病院が694件、指定老人ホームが1093
件であり、指定老人ホームが病院を上回る。今後
は、施設数として病院を上回る老人ホームへの調
査を行い、病院とは違う側面から外部立会人制度
の利活用促進についての考察を深めていきたい。
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